
 

神奈川県県税の収納事務の委託に関する規則（平成16年神奈川県規則第54号）新旧対照表 

新 旧 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、地方自治法（昭和22年法律第

67号）第243条の２第１項   の規定に基づく

県税の収納に関する              

           事務の委託に関し、神奈

川県財務規則（昭和29年神奈川県規則第５号）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

第１条 この規則は、地方自治法施行令（昭和22年

政令第16号）第158条の２第１項の規定に基づく

県税の収納の事務を委託することができる者の

基準その他県税の収納の事務の委託に関し、神奈

川県財務規則（昭和29年神奈川県規則第５号）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

（削除） （委託の基準） 

 第２条 地方自治法施行令（以下「政令」という。）

第158条の２第１項に規定する基準は、次の各号

に掲げるとおりとする。 

⑴ 経営状況及び財務状況が良好であること。 

⑵ 普通地方公共団体の公金又は電気料、上下水

道料、ガス使用料、電話料及びテレビ聴視料そ

の他これらに類する経費の取扱いについて実

績を有していること。 

⑶ 県の公金収納事務に支障を及ぼすことのな

い組織体制及び技術を有していること。 

（委託の内容） （委託の内容） 

第２条 地方自治法（以下「法」という。）第243

条の２第１項の規定により県税の収納に関する

事務を委託する税目、取扱範囲等については、別

に知事が定める。 

第３条 前条に規定する基準を満たす者に     

                       

   委託する税目、取扱範囲等については、別

に知事が定める。 

（収納に関する事務の方法） （収納の事務   の方法） 

第３条 法第243条の２第１項 の規定により県税

の収納に関する事務の委託を受けた者（以下「指

定公金事務取扱者」という。）は、納付書又は納

入書に基づいて県税を収納しなければならない。 

第４条 政令第158条の２第１項の規定により県税

の収納の事務   の委託を受けた者（以下「受

託者」      という。）は、納付書又は納

入書に基づいて県税を収納しなければならない。 

（収納金の払込み） （収納金の払込み） 

第４条 指定公金事務取扱者は、前条の規定により

県税を収納したときは、その収納した県税を、知

事が別に定めるところにより、払込書（別記様式）

（払込書に記載すべき事項を記録した電磁的記

録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいう。以下同じ。）を含む。）を

添えて、神奈川県指定金融機関又は神奈川県指定

代理金融機関に払い込まなければならない。 

第５条 受託者      は、前条の規定により

県税を収納したときは、その収納した県税を、知

事が別に定めるところにより、払込書（別記様式） 

                       

                       

                       

                       

                    を

添えて、神奈川県指定金融機関又は神奈川県指定

代理金融機関に払い込まなければならない。 

（収納に関する事務の委託の検査） （収納の事務   の委託の検査） 

第５条 会計管理者は、県税の収納に関する事務を

法第243条の２第１項 の規定により委託した場

合においては、定期及び臨時に、当該委託に係る

県税の収納に関する事務の状況について、自ら検

査し、又は所属の職員をして検査させなければな

らない。 

第６条 会計管理者は、県税の収納の事務   を

政令第158条の２第１項の規定により委託した場

合においては、定期及び臨時に、当該委託に係る

県税の収納の事務   の状況について、自ら検

査し、又は所属の職員をして検査させなければな

らない。 

（検査期日の通知） （検査期日の通知） 

第６条 前条の規定により検査するときは、あらか

じめその検査期日を指定公金事務取扱者に対し

第７条 前条の規定により検査するときは、あらか

じめその検査期日を受託者      に対し



 

新 旧 

て通知するものとする。 て通知するものとする。 

（検査後の処理） （検査後の処理） 

第７条 会計管理者は、第５条に規定する検査を行

ったときは、当該検査の結果を指定公金事務取扱

者に通知するものとする。 

第８条 会計管理者は、第６条に規定する検査を行

ったときは、当該検査の結果を受託者      

 に通知するものとする。 

（電磁的記録の作成等） （電磁的記録の作成等） 

第８条 指定公金事務取扱者は、収納した現金の出

納について、電磁的記録            

                       

                       

                       

    を作成しなければならない。ただし、電

磁的記録によることが困難である場合は、現金の

出納に関する帳簿によることができる。 

第９条 受託者      は、収納した現金の出

納について、電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機

による情報処理の用に供されるものをいう。以下

同じ。）を作成しなければならない。ただし、電

磁的記録によることが困難である場合は、現金の

出納に関する帳簿によることができる。 

  

 




